
第１項 
■「新たなジョブローテーションの運用」において、

本部・本社間での議論経過と議事録確認を遵守し、

管理者は社員の自ら描いたキャリアプランの実現

に責任を持ち、本人希望の尊重と納得感をつくり出

し、意思疎通が不十分なままの異動や担務変更をお

こなわないこと。 
・異動の際、ジョブによる移動と言われることがな

いが 
  
 
 
・意思疎通が不十分なまま異動が実施されており危

機感がある。家庭の事など様々あり、会社の考えと

社員の思いには乖離がある。任用の基準だけでやっ

ていてはめちゃくちゃになってしまう。それを認識

した上で丁寧に対応していくべきである。双方向の

コミュニケーションについての考えは？ 
 
第 2 項 
■各箇所において要員受給が厳しく支社からの兼

務、融合と連携で出面を確保している現状である。

要員を確保し希望通り年休や短日数勤務の休日が

取得できるよう是正すること。また、乗務員の確保

は乗務員経験者を本人希望に基づき活用すること。 
・要員受給が厳しいという認識であるが、会社の考

えは？ 
・休日出勤が慢性化している。短日数勤務の社員が

休日出勤している。年休が希望通り取れない現状。

休日出勤が増えれば疲弊してしまう。 

 
〇新たなジョブローテーションは、社員の能力、挑戦

意欲に応じた多様な業務経験を積むことで安全・サー

ビスレベルを向上させることを目的としたものであ

り、引き続き実施していく考えである。なお、社員の

運用については、業務上の必要性に基づき、任用の基

準に則り取り扱っている。 
・ジョブの転勤とは伝えていない。ジョブローテーショ

ン施策は個々を伸ばしていく、社員の意欲や成長・チャ

レンジを促す施策であり、ジョブでの異動であるとかで

はなく、異動は異動であり任用の基準に則り行ってい

る。 
・コミュニケーションはあるべきである。日々の会話や

面談等。会社の期待と本人の希望にはギャップがある。

そこをしっかりコミュニケーションをとり把握してい

く必要はある。必要に応じて管理者へは指導をしてい

く。 
 
 
 
〇引き続き、業務の運営に必要な要員を確保していく

考えである。なお、社員の運用については、業務上の

必要性に基づき、任用の基準に則り取り扱っている。 
 
 
・繁閑により凹凸はあるが、必要な要員は確保されてい

る。 
・必要な要員は確保しているが、休日出勤や超勤は要員

不足だけが理由ではなく繁閑や異動による一時的なも

のもあるが、あることを良しとは考えていない。引き続

き必要な要員は確保していく考えである。 
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